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第
四
十
七
条
第
三
項
中
「
、
第
六
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
及
び
第
六
十

六
条
第
一
項
」
に
、「
協
同
組
合
法
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
協
同
組
合
法
第
六
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
六
号
及
び
第
二
十
号
か
ら
第
二
十

三
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
九
条
」
に
改
め
る
。

（
清
算
人
の
解
任
）

第
五
十
三
条
の
三

重
要
な
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又

は
職
権
で
、
清
算
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
人
の
職
務
及
び
権
限
）

第
五
十
三
条
の
四

清
算
人
の
職
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

現
務
の
結
了

二

債
権
の
取
立
て
及
び
債
務
の
弁
済

三

残
余
財
産
の
引
渡
し

２

清
算
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
債
権
の
申
出
の
催
告
等
）

第
五
十
三
条
の
五

清
算
人
は
、
そ
の
就
職
の
日
か
ら
二
月
以
内
に
、
少
な
く
と
も
三
回
の
公
告
を
も
つ
て
、
債
権

者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
債
権
の
申
出
を
す
べ
き
旨
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
期
間
は
、
二
月
を
下
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
公
告
に
は
、
債
権
者
が
そ
の
期
間
内
に
申
出
を
し
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
さ
れ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
を
除
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

清
算
人
は
、
知
れ
て
い
る
債
権
者
に
は
、
各
別
に
そ
の
申
出
の
催
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

（
期
間
経
過
後
の
債
権
の
申
出
）

第
五
十
三
条
の
六

前
条
第
一
項
の
期
間
の
経
過
後
に
申
出
を
し
た
債
権
者
は
、
商
工
会
の
債
務
が
完
済
さ
れ
た
後

ま
だ
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
に
引
き
渡
さ
れ
て
い
な
い
財
産
に
対
し
て
の
み
、
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
中
の
商
工
会
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
五
十
三
条
の
七

清
算
中
に
商
工
会
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に
足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た

と
き
は
、
清
算
人
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
、
そ
の
旨
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

清
算
人
は
、
清
算
中
の
商
工
会
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
破
産
管
財
人
に
そ
の
事

務
を
引
き
継
い
だ
と
き
は
、
そ
の
任
務
を
終
了
し
た
も
の
と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
清
算
中
の
商
工
会
が
既
に
債
権
者
に
支
払
い
、
又
は
権
利
の
帰
属
す
べ
き

者
に
引
き
渡
し
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
破
産
管
財
人
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
官
報
に
掲
載
し
て
す
る
。

第
五
十
四
条
に
見
出
し
と
し
て「（
財
産
処
分
の
方
法
等
）」を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
監
督
）

第
五
十
四
条
の
二

商
工
会
の
清
算
は
、
裁
判
所
の
監
督
に
属
す
る
。

２

裁
判
所
は
、
職
権
で
、
い
つ
で
も
前
項
の
監
督
に
必
要
な
検
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
清
算
結
了
の
届
出
）

第
五
十
四
条
の
三

清
算
が
結
了
し
た
と
き
は
、
清
算
人
は
、
そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
清
算
の
監
督
等
に
関
す
る
事
件
の
管
轄
）

第
五
十
四
条
の
四

商
工
会
の
清
算
の
監
督
及
び
清
算
人
に
関
す
る
事
件
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
属
す
る
。

（
不
服
申
立
て
の
制
限
）

第
五
十
四
条
の
五

清
算
人
の
選
任
の
裁
判
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
裁
判
所
の
選
任
す
る
清
算
人
の
報
酬
）

第
五
十
四
条
の
六

裁
判
所
は
、
第
五
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
商
工
会
が
当

該
清
算
人
に
対
し
て
支
払
う
報
酬
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
当
該

清
算
人
及
び
監
事
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
即
時
抗
告
）

第
五
十
四
条
の
七

清
算
人
の
解
任
に
つ
い
て
の
裁
判
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
検
査
役
の
選
任
）

第
五
十
五
条

裁
判
所
は
、
商
工
会
の
清
算
の
監
督
に
必
要
な
調
査
を
さ
せ
る
た
め
、
検
査
役
を
選
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
検
査
役
を
選
任
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
五
十
四
条
の
六
中
「
清
算
人
及
び
監
事
」
と
あ
る
の
は
、「
商
工
会
及
び
検
査
役
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
航
空
機
工
業
振
興
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
七
十
二
条

航
空
機
工
業
振
興
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
財

団
法
人
」
を
「
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
七
十
三
条

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団

法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
第
五
項
中
「
民
法
」
の
下
に「（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）」を
加
え
る
。

（
商
工
会
法
の
一
部
改
正
）

第
三
百
七
十
四
条

商
工
会
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
十
条

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
四
条（
住
所
）

及
び
第
七
十
八
条
（
代
表
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
責
任
）
の
規
定
は
、
商
工
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
会
長
の
代
理
行
為
の
委
任
）

第
三
十
一
条
の
二

会
長
は
、
定
款
又
は
総
会
の
決
議
に
よ
つ
て
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
限
り
、
特
定
の
行
為

の
代
理
を
他
人
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
条

削
除

第
五
十
二
条
の
七
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
商
工
会
に
つ
い
て
の
破
産
手
続
の
開
始
）

第
五
十
二
条
の
八

商
工
会
が
そ
の
債
務
に
つ
き
そ
の
財
産
を
も
つ
て
完
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に

は
、
裁
判
所
は
、
会
長
若
し
く
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
会
長
は
、
直
ち
に
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
清
算
中
の
商
工
会
の
能
力
）

第
五
十
二
条
の
九

解
散
し
た
商
工
会
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は

な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

第
五
十
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て「（
清
算
人
）」を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
六
条
を

加
え
る
。

（
裁
判
所
に
よ
る
清
算
人
の
選
任
）

第
五
十
三
条
の
二

前
条
の
規
定
に
よ
り
清
算
人
と
な
る
者
が
な
い
と
き
、
又
は
清
算
人
が
欠
け
た
た
め
損
害
を
生

ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
利
害
関
係
人
若
し
く
は
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
清
算

人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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